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１ 届出を要する行為と規模 

 (1) 届出を要する行為 

一般地区及び多度山眺望保全区域において、良好な景観の形成のために、届出を要する行為と規模

は次のとおりです。 

対象行為と規模 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観

を変更することとなる修繕若しくは模様替又は

色彩の変更 

高さ10ｍを超えるもの又は建築面積1,000㎡を超え

るもの 

工
作
物
の
新
設
、
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、
外
観
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更 

①煙突（支枠及び支線があるものについて

は、これらを含む。）その他これに類する

もの 

高さ10ｍを超えるもの 

②架空電線路用の鉄筋コンクリート造の

柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 
高さ30ｍを超えるもの 

③鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱そ

の他これらに類するもの（前号に掲げるも

のを除く。） 

高さ10ｍを超えるもの 
④装飾塔、記念塔その他これらに類するも

の（屋外広告物及び屋外広告物を掲出する

物件を除く。） 

⑤高架水槽、サイロ、物見塔その他これら

に類するもの 

⑥擁壁、さく、塀 高さ５ｍを超え、かつ、長さ10ｍを超えるもの 

⑦ウォーターシュート、コースター、メリ

ーゴーラウンド、観覧車その他これらに類

する遊戯施設 

高さ10ｍを超えるもの 

⑧アスファルトプラント、コンクリートプ

ラント、クラッシャープラントその他これ

らに類するもの 

高さ10ｍを超えるもの又は築造面積が1,000 ㎡を

超えるもの 

⑨自動車車庫の用途に供するもの 

⑩汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施

設の用途に供するもの 

⑪太陽光発電設備(同一敷地内若しくは一

団の土地または水上に設置するものに限

る。ただし、建築物の屋根、屋上等に設置

するものを除く。)及び風力その他の再生

可能エネルギー源を利用した発電設備 

⑫①から⑪に掲げる工作物のうち、建築物

と一体となって設置されるもの 

建築物の上端から当該工作物の上端までの高さが

５ｍを超え、かつ、地盤面から当該工作物の上端ま

での高さが10ｍ（②に掲げるものにあっては30ｍ）

を超えるのもの。 

⑬その他の工作物 
高さ10ｍを超えるもの又は築造面積が1,000 ㎡を

超えるもの 

開発行為 

(都市計画法第４条第12項に規定する開発行為) 
行為に係る土地の面積が3,000㎡を超えるもの又は

行為にともない生ずる擁壁又は法面の高さが５ｍ

を超え、かつ、長さ10ｍを超えるもの 
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土

地の形質の変更 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の

物件の堆積 

行為に係る土地の面積が3,000㎡を超えるもの又は

その高さが５ｍを超えるもの 

※増築・改築などを行った後の全体の規模が、各欄に定める規模を超えている場合は、届出が必要となります。 
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(2) 届出を要しない行為 

景観計画区域における一般地区及び多度山眺望保全区域において、届出を要しない行為は次のとお

りです。 

① 景観法第16条第７項各号に規定する行為 

② 景観法第16条第７項第11号に基づく桑名市景観条例に規定する行為 

○ 前頁の届出を要する行為における規模に満たない行為 

○ 軽微な行為 

・ 建築物の増築又は改築で、行為に係る床面積が10㎡以下のもの又は外観を変更

することとならないもの 

・ 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、

行為に係る面積が10㎡以下のもの 

・ 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更 

・ 工作物の増築又は改築で、行為に係る築造面積が10㎡以下のもの 

・ 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、

行為に係る面積が10㎡以下のもの 

・ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積で、その期間が90日を

超えて継続しないもの 

○ 法令（条例を含む。）の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、若しくは届け出て行

う行為又は国の機関若しくは地方公共団体が行う行為のうち、景観づくりのための措

置が講じられているもの 

・ 森林法（昭和26年法律第249号）第10条の２第１項又は第34条第２項の規定によ

り許可を受けて行う行為 

・ 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の規定により認可を受け、河川法（昭

和39年法律第167号）第25条の許可を受けて行う行為又は農地法（昭和27年法律

第229号）第４条第１項若しくは第５条第１項の規定により許可を受けて行う行

為（仮設工作物の設置その他一時的な利用に供する場合に限る。） 

・ 三重県立自然公園条例（昭和33年三重県条例第2号）第９条第１項から第３項ま

での規定に基づく公園事業の執行又は第16条第４項の規定により許可を受けて

行う行為 

 

(3) 特定届出対象行為                                

景観法第17条第１項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げる行為とします。 

① 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は

色彩の変更 

② 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は

色彩の変更 
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２ 届出などの流れ 

桑名市景観計画に係る届出の流れは、下の図のとおりです。 

届出が必要な行為をしようとする場合、事前相談を義務づけています。これは、あらかじめ「景観形

成基準チェックシート」などを用いて、事業者や設計者の方に自らチェックしていただき、行為の内容

が景観形成基準に適合しているかどうかを確認するためのものです。景観法の規定により、通常は届出

の受理日から 30 日間（最大 90 日間）は行為に着手することができませんが、事前相談により支障がな

いと認められたものは、行為の着手制限の期間が短縮されます。 

なお、本市では有識者等で構成される桑名市景観審議会を設置しており、良好な景観の形成に支障を

及ぼすことが予想される場合や周辺の景観への配慮の方法について、窓口(事前相談や届出)での判断が

難しい場合は、景観審議会に諮問する場合があります。 

 

□届出の流れ 

他法令等による許認可等を受ける前に
出来る限り事前相談を行ってください。

届出後30日間は行為に着手できません。
場合により90日間まで延長の可能性があります。

・届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります（景観法第102条第1号）。

・変更命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります（景観法第101条第1号）。

（
変
更
届
出
）

（
変
更
届
出
）

事前相談（まちづくり景観室）

届出（まちづくり景観室）

審査（まちづくり景観室）

景観形成基準に対する適合性

適合 不適合

勧告

公表

変更命令

行為に着手

修 正

修 正

修 正

景観審議会の意見聴取

（
変
更
届
出
）

（
変
更
届
出
）

他法令等による許認可等を受ける前に 

必ず事前相談を行ってください。 

届出後 30 日間は行為に着手できません。 

場合により 90 日間まで延長の可能性があります。 

事前相談（都市計画課） 

届出 （都市計画課） 

審査 



4 

３ 景観形成基準【一般地区、多度山眺望保全区域】 

景観形成基準は、景観に影響を与えることが予想される行為として、一般地区においては一定規模以

上の行為、眺望保全区域においては原則すべての行為が、当該区域の景観と調和したものとなるよう、

定めます。 

なお、多度山眺望保全区域においては、一般地区と同様に一定規模以上の行為について定めます。 

 

 

 

 

図 景観計画区域と地区区分 
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(1) 景観形成基準の考え方 

市域全域の景観形成基準は、良好な景観の形成に関する方針を具体化するため、９つの地区毎に定

めていますが、地区の景観特性により、適用される項目や内容が同じ基準となるものは「共通の基準」

とし、各景観の類型に応じて独自に定める基準は、「個別の基準」としています。 

なお、各地区の景観形成基準は、「共通の基準」と「個別の基準」との組み合わせにより定めており、

その内容は次のとおりです。 

 

□景観形成基準の構成 

 

 

 

 

 

 

  □各地区と運用する景観形成基準の組み合わせ 

地区名 

運用する景観形成基準 

共通の

基準 

 

個別の基準 色彩基準 
(別表参照) 

員弁川沿い地区 

共通の基

準※ 

水辺の基準 

水辺の景観 
揖斐川河口地区 

揖斐川沿い地区 水辺の景観 

住宅地の景観 

産業の景観（商業・業務地、工業地） 
輪中地区 

丘陵地地区 
緑の基準 

緑の景観 

住宅地の景観 

産業の景観（商業・業務地、工業地） 

山地地区 緑の景観 

桑名中心市街地地区 

歴史の基準 

水辺の景観 

まち（歴史的地区）の景観、街道の景観 

住宅地の景観 

産業の景観（商業・業務地、工業地） 

多度中心市街地地区 まち（歴史的地区）の景観、街道の景観 

住宅地の景観 長島中心市街地地区 

※眺望保全区域においては、一般地区の景観形成基準に「眺望保全区域の基準」が上乗せされます。

景観形成基準 

共通の基準 

各地区共通に適用される基準 

個別の基準 

景観の類型別に適用される基準 ＋ 
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(2) 景観形成基準 

【共通の基準】 

① 建築物又は工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更 

項目（Ａ１） 景観形成基準 

規
模
・
配
置 

規模・配置 

・ 隣接する建物や周辺の地形との連続性及び一体性が保たれるよう配

慮すること。 

・ 山稜の近傍にあっては、背景となる山並みとの調和に配慮すること。 

・ 行為地がまとまりのある農地、歴史的まちなみや集落、文化財など

の景観資源に近接する場合は、その保全に配慮すること。 

壁面 

・ 壁面は、道路からできる限り後退するか、やむを得ず後退できない

場合は、歩行者などに圧迫感を感じさせないよう壁面の前面部を生

垣や植栽などにより修景するよう配慮すること。 

形
態
意
匠 

形態意匠 

・ 周辺の景観と調和した、全体的にまとまりのあるものとなるよう配

慮すること。 

・ 屋根、壁面、開口部などの意匠の工夫により、圧迫感や違和感を感

じさせないよう配慮すること。 

・ 山稜の近傍にあっては、こう配屋根又はそれに類する屋根形状とす

るなど背景となる山並みとの調和に配慮すること。 

附属建築物 

・ 車庫、機械室などの附属建築物及び屋外階段、塔屋は、これを主体

となる建築物と調和させ、一体感のあるものとなるよう配慮するこ

と。 

附属設備 
・ 外壁又は屋上に設ける附属設備は、公共の場から目立たない位置に

設けるか、ルーバーで覆うなどにより修景するよう配慮すること。 

外構 

・ 敷地の境界を囲う場合は、生垣や石垣などの自然素材の使用に努め、

塀やさくなどを設ける場合は、歩行者などに圧迫感を感じさせない

よう配慮すること。 

色

彩 
外壁 

・ 建築物等の外壁については、派手で周囲の景観から突出しやすい高

彩度色や汚れ・退色などの影響を受けやすい明清色（明るく色味の

強い色彩）を避けるものとし、次の表（※）を基本とするとともに、

別表色彩基準のゾーン別の基準に配慮すること。ただし、着色して

いない木材、土壁、無彩色のガラスなどの材料によって仕上げられ

る部分の色彩又は見付面積の５分の１未満の範囲内でアクセント色

として着色される部分の色彩については、この限りでない。 

なお、長島町松蔭・浦安地内のナガシマリゾート内については、テ

ーマパークとして特有の景観を形成していることから適用除外とす

る。（宿泊施設及びアウトレットモールを除く） 

色相 明度 彩度 

10Ｒ～５Ｙ ８以上の場合 ４以下 

８未満の場合 ６以下 

Ｒ、5.1Ｙ～10Ｙ － ４以下 

その他 － ２以下（無彩色を含む） 

（※）マンセル表色系による数値基準を示す。 
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項目 景観形成基準 

形
態
意
匠 

色

彩 
屋根 

・ 建築物等の屋根については、派手で周囲の景観から突出しやすい高

彩度色やまちなみや自然の緑と対比の強い高明度色を避けるものと

し、次の表（※）を基本とするとともに、別表色彩基準のゾーン別

の基準に配慮すること。 

なお、長島町松蔭・浦安地内のナガシマリゾート内については、テ

ーマパークとして特有の景観を形成していることから適用除外とす

る。（宿泊施設及びアウトレットモールを除く） 

色相 明度 彩度 

10Ｒ～５Ｙ 

７以下 

６以下 

Ｒ、5.1Ｙ～10Ｙ ４以下 

その他 ２以下（無彩色を含む） 

素材 

・ 素材は、周辺の景観との調和に配慮すること。 

・ 反射性のある素材は、主要な屋根や壁面などの大部分（２分の１以

上）にわたって使用することは避けるよう配慮すること。ただし、

無彩色のガラスは除く。 

敷地の緑化 

・ 行為地内においては、できる限り多くの部分を緑化するとともに、

駐車場の緑化を積極的に行い周辺の景観との調和に配慮すること。 

・ 植栽は、周辺の景観と調和のとれた樹種とするよう配慮すること。 

夜間の照明 
・ 夜間の屋外照明は、過剰な光が周囲に散乱しないようにし、周辺の

状況に応じて照明方法などを工夫するよう配慮すること。 

眺望景観保全区域の基準 

項目（Ａ２） 景観形成基準 

規
模
・
配
置 

・ 眺望保全区域においては、視点場から視対象を阻害しないよう建築

物等の規模・配置について配慮すること。 

・ 多度山眺望保全区域においては、高さの最高限度は「視点場から多

度山への眺望を保全するための高さ（標高）の最高限度シミュレー

ション」を基本とすること。 

形
態
意
匠 

色
彩 

・ 多度山眺望保全区域においては、開放的な水辺や背景となる山並み

と調和した穏やかな色彩が期待される地区であることから、広域的

な景観に影響を与えやすい外壁上層部（３階超又は10ｍ超）の色彩

は、次の表（※）を基本とし配慮すること。 

色相 明度 彩度 

10Ｒ～5Ｙ 
5以上 

4以下 

その他 1以下 

素材 
・ 多度山眺望景観保全区域においては、反射性のある素材を、屋根や３階又は10ｍ

を超える外壁上層部に使用することは基本的に避けること。 

（※）マンセル表色系による数値基準を示す。 
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② 開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更（土石の採取又は鉱物の掘採を除く。） 

開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更については、各地区とも「共通の基準」のみとし

ます。 

項目（Ａ３） 景観形成基準 

形態・意匠 
・ できる限り現況の地形を生かし、長大なのり面又は擁壁が生じないよう

配慮すること。 

緑化 

・ のり面は、できる限りゆるやかなこう配とし、周辺の植生と調和した樹

種により緑化を行うよう配慮すること。 

・ 行為地にある樹木は、できる限り保存又は移植によって、修景に生かす

よう配慮すること。 

 

③ 土石の採取又は鉱物の掘採 

土石の採取又は鉱物の掘採については、各地区とも「共通の基準」のみとします。 

項目（Ａ４） 景観形成基準 

採取の方法 

・ 土石の採取又は鉱物の掘採の場所は、できる限り道路などの公共の場

所から目立ちにくいよう、採取又は掘採の位置、方法を工夫するよう

配慮すること。 

遮へい 
・ 遮へいする場合は、できる限り植栽又は塀などを設置し、背景の景観

や周辺景観との調和に配慮すること。 

緑化 
・ 採取又は掘採後の跡地は、できる限り周辺の植生と調和した緑化を行

うよう配慮すること。 

 

④ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積については、各地区とも「共通の基準」の

みとします。 

項目（Ａ５） 景観形成基準 

集積・貯蔵の方法 

・ 積み上げに際しては、できる限り道路、公園などの公共の場所から目

立ちにくい位置及び規模とするとともに、整然とした集積又は貯蔵と

なるよう配慮すること。 

遮へい 

・ 積み上げに際しては、できる限り道路、公園などの公共の場所から見

えないよう植栽又は塀などで遮へいを行なうなど、周辺景観との調和

に配慮すること。 
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別表 色彩基準Ａ－６ 

類型 ゾーン別の基準 具体的な配慮内容（例示） 

水
辺
の
基
準 

・ こう配屋根の色彩は、周囲の建築物とそろえ、

連続性が感じられ、水辺の自然がひきたつ色彩

とするよう配慮すること。 

・ 海や河川沿いに立地する建築物及び工作物の色

彩は、特に高層部では高明度かつ低彩度色を基

調とするなど、明るく穏やかで開放感のある外

観とするよう配慮すること。 

・ 建築物や工作物の色彩は、自然景観の季節変動

を考慮し、木材や石材などの自然素材色と調和

する色彩を基調とするなど、四季を通して自然

の息吹が感じられるよう配慮すること。 

・ こう配屋根は、既存の住宅に

多用されているいぶし瓦やそ

れに類する色彩を基本とす

る。 

・ 高層部（周囲のまちなみから

突出する３～４階以上の外壁

など）は、穏やかな低彩度色

を基調とし、閉鎖感の強い低

明度色を避けること。 

・ 地場の木材や石材をはじめ、

自然素材を積極的に使用する

こと。 

緑
の
基
準 

・ こう配屋根の色彩は、背景の田園や丘陵地、山

並みに調和した色彩とするよう配慮すること。 

・ 陸屋根の建築物においては、周辺から突出しや

すい高明度色を避けるなど、周囲の田園や背景

の丘陵地、山並みに調和した外観とするよう配

慮すること。 

・ 建築物や工作物の色彩は、自然景観の季節変動

を考慮し、木材や石材などの自然素材色と調和

する色彩を基調とするなど、四季を通して自然

の息吹が感じられるよう配慮すること。 

・ 史跡その他文化財周辺の建築物及び工作物は、

史跡などの色彩を尊重し、それらと調和する色

彩又はそれらよりも彩度の低い色彩を基調とす

るなど、史跡その他文化財との調和に配慮する

こと。 

・ こう配屋根は、既存の住宅に

多用されているいぶし瓦やそ

れに類する色彩を基本とする

こと。 

・ 陸屋根の形状はできる限り避

ける。やむを得ず箱型の建築

物になる場合は、白っぽい色

彩が背景の山並みから突出し

ないよう高明度色を避けるこ

と。 

・ 地場の木材や石材をはじめ、

自然素材を積極的に使用する

こと。 

歴
史
の
基
準 

・ 周辺の建築物と色相や色調をそろえ、適度な変

化のなかにもまちなみとしての連続性が感じら

れる色彩とするよう配慮すること。 

・ アクセントカラーなどの華やかな色彩は、でき

る限り低層部で用い、賑わいなどの演出に配慮

すること。 

・ テナントビルなどは、各事業者が相互に店舗外

部の色彩を調整するなど、建築物全体として調

和に配慮すること。 

・ 隣接する建築物等と極端な色

相差や彩度差が生じないよう

配慮すること。 

・ 色彩基準の彩度上限（暖色系

で彩度６、その他で彩度２）

の建築物は、より落ち着いた

色調となるよう配慮するこ

と。 
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図 視点場から多度山への眺望を保全するための高さ（標高）の最高限度シミュレーション 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

【個別の基準】 

□水辺の景観  

項目Ｂ 景観形成基準 

規模・配置 

・ 水辺側の敷地境界線からできる限り後退するよう配慮すること。 

・ 敷地内にある既存の樹木を水辺側の修景に生かせるような配置に配慮する

こと。 

・ 敷地内の建築物及び工作物の規模を勘案して、水辺側に圧迫感を感じさせ

ないような配置に配慮すること。 

敷地の緑化 
・ 水辺側から後退してできる空地は、槇などの生垣により緑化を行うよう配

慮すること。 

 

□緑の景観 

項目Ｃ 景観形成基準 

規模・配

置 
 

・ 周辺に樹林地などがある場合は、できる限りその高さ以内にとどめる規模

となるよう配慮すること。 

形態意匠 

・ 屋根は、背景の山並みとの調和に配慮し、こう配のある屋根（10分の２～

10分の５）を基本とするよう配慮すること。（寺社などの伝統的様式による

建造物や屋上緑化などの環境に配慮した屋根構造となっているものは除

く。） 

 

□まち（歴史的地区）の景観、街道の景観 

項目Ｄ 景観形成基準 

規模・ 

配置 
 

・ 歴史的まちなみや集落景観の整っている地区においては、できる限り壁面

線を統一し、隣地や周辺との連続性のある配置に配慮すること｡  

形態意匠 
・ 歴史的まちなみや集落景観の整っている地区においては、隣地や周辺との

連続性に配慮すること。 

 

□住宅地の景観 

項目Ｅ 景観形成基準 

規模・ 

配置 
 

・ 周辺の住宅地における建築物と調和する規模・配置に配慮すること。 

形態意匠 

・ 屋根は、周辺の住宅地における建築物との調和に配慮した屋根形状とする

など、周辺の住宅地との調和に配慮すること（寺社などの伝統的様式によ

る建造物や屋上緑化などの環境に配慮した屋根構造となっているものは除

く。）。 

敷地の緑化 
・ 住宅地においては、シンボルツリーなどの植栽により、通りに彩りを添え

るよう配慮すること。 

 

□産業の景観（商業・業務地、工業地） 

項目Ｆ 景観形成基準 

規模・ 

配置 
 

・ 街路景観の整っている地区においては､できる限り壁面線を統一し、隣地や

周辺との連続性に配慮した配置とすること｡  

形態意匠 
・ 商業・業務地における低層階については、ゆとりや開放感を確保し、賑わ

いなどの連続性に配慮すること。 

敷地の緑化 

・ 商業地においては、ゆとりや開放感を確保するため、多くの部分が緑化で

きない場合は、シンボルツリーなどの植栽により、通りに彩りを添えるよ

う配慮すること。 

・ 工業地においては、周辺への圧迫感などを感じさせないよう樹種、樹高に

配慮すること。 
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４ 提出書類一覧表 

 

 建築物 工作物 開発 

行為 

土地の

開墾等 

土石の採取

及び掘採 

物件の

堆積 

届出書（様式第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

様式第1号 別紙１ ○      

様式第1号 別紙２  ○     

様式第1号 別紙３   ○ ○ ○ ○ 

景観形成基準チェックシート ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

委任状 ※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

付近見取図[1/2,500] ※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

配置図[1/100以上] ※3 ○ ○     

各階平面図[1/100以上] ※4 ○      

各面立面図[1/100以上] ※5 ○ ○     

計画平面図[1/100以上] ※6   ○ ○ ○ ○ 

断面図[1/100 以上]  ※7   ○ ○ ○ ○ 

現況写真[２面以上] ※8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

景観計画区域内における行為の完

了報告書（様式第6号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・事前相談の場合は、事前相談申出書（様式第４号）に届出書類一式を添付してください。 

・行為が完了した場合は、景観計画区域内における行為の完了報告書（様式第６号）を提出してください。 

 

☆多度山眺望保全区域に行為地が該当するかどうかの詳細については窓口にお問い合わせください。 

※1～※8についての詳細は次頁を参照してください。 

 

表 各地区と運用する個別の景観形成基準の組み合わせ 

○印が、各地区においてチェックすべき基準表を示します。 

行為地 

共通の基準 個別の基準 

基準表 

Ａ１～Ａ５ 

基準表 

Ｂ 

基準表 

Ｃ 

基準表 

Ｄ 

基準表 

Ｅ 

基準表 

Ｆ 

水辺ゾーン 員弁川沿い地区 ○ ○ － － － － 

揖斐川河口地区 ○ ○ － － － － 

揖斐川沿い地区 ○ ○ － － ○ ○ 

輪中地区 ○ ○ － － ○ ○ 

緑のゾーン 丘陵地地区 ○ － ○ － ○ ○ 

山地地区 ○ － ○ － － － 

歴史ゾーン 桑名中心市街地地

区 
○ ○ － ○ ○ ○ 

多度中心市街地地

区 
○ － － ○ ○ － 

長島中心市街地地

区 
○ － － ○ ○ － 
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 注意事項 図書に記載する内容 

※1 申請者本人が提出・受取・問合せ対応する

場合は、不要。 

 

※2 都市計画基本図を使用し、当該敷地の位置
を表示すること。 

①縮尺 
②方位 
③道路、公園などの公共施設 
④目標となる地物 
⑤行為地の位置 

※3 当該敷地内における建築物又は工作物の位
置を表示する図面 

①縮尺 
②方位 
③行為地の形状及び寸法 
④届出に係る建築物又は工作物の位置と既存の建

築物又は工作物の位置 
⑤隣接する道路の位置及び幅員 
⑥植栽、樹木などの位置、種類及び高さ 
⑦外構施設の位置、材料及び面積 
⑧現状写真の撮影位置、撮影方向及び写真番号 

※4 建築物の各階平面図 ①縮尺 
②方位 
③建築面積 
④各階の床面積（算定式含む。） 

※5 建築物又は工作物の彩色（色鉛筆など）さ
れた各面の立面図 

 

①縮尺 
②各面の方位及び寸法 
③建築物の最高高さ 
④開口部、建築設備、軒などの位置及び形状 
⑤屋根、壁面などの仕上げ(素材及び色彩(マンセ

ル表色系などによる表示)) 

※6 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区
域内及び当該区域の周辺の状況を表示す
る図面【開発行為・土地の開墾・その他
土地の形質の変更】 

・設計図又は施工方法を明らかにする図面、
採取又は掘採の方法を明らかにする図
面、採取又は掘採をした後に行う措置を
明らかにする図面【土石の採取、鉱物の
掘採】 

 
次の凡例に基づき表示し、凡例も明示する
こと。 
【凡例】切土･･･黄色 

盛土･･･赤色 
緑地･･･緑の斜線 

①縮尺 
②方位 
③断面図に係る断面の位置及び方向 
④行為後における植栽などの位置、種類及び規模 
⑤行為後に設置する構造物などの位置、種類及び

規模 
⑥現状写真の撮影位置、撮影方向及び写真番号 
⑦行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

(土石の採取又は鉱物の掘採の場合のみ) 
 

※7 次の凡例に基づき表示し、凡例も明示する
こと。 
【凡例】切土･･･黄色 

盛土･･･赤色 
緑地･･･緑の斜線 

①縮尺 
②行為の実施前後における行為地の縦断面及び横

断面 

※8 複数の方向から行為の場所及びその周辺の
状況がわかるように撮ったもの (カラー写
真。プリンタによる印刷物でも可) 

①行為の場所 
②写真番号 

※行為の規模が大きいため定められた縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じ

て、適切な縮尺の図面としてください。
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５ 届出様式【一般地区、多度山眺望保全区域】 
様式第１号(第３条関係) 
 

（表） 

景観計画区域内における行為の届出書 

年  月  日  

 （あて先） 桑名市長  

届出者 住  所                 

氏  名                 

電話番号                 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所
の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号 

 

景観法第16条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

行 

為 

の 

種 

類 

建築物等 

(1) 建 築 物 
ア新築 イ増築 ウ改築 エ移転 オ外観の変更 カ色彩の変更 

用 途（                      ） 

(2) 工 作 物 
ア新設 イ増築 ウ改築 エ移転 オ外観の変更 カ色彩の変更 

種 類（                      ） 

(3)都市計画法第４条第12
項に規定する開発行為 

目 
 

 

的 

 

(4)土地の開墾､土石の採
取､鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更 

 

(5)屋外における土石､廃

棄物､再生資源その他の

物件の堆積 

 

 行 為 の 場 所 桑名市 

行為の着手予定年月日 年  月  日 行為の完了予定年月日 年  月  日 

連 

絡 

先 

所 在 地 及 び 

電 話 番 号 

所在地 

電話番号（      ）     ― 

名 称 及 び 

担 当 者 名 

名称                 担当者名 

※ 

受 

付 

欄 

 

※ 

処 

理 

欄 

 

  ※印の欄は、記入しないでください。 
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（裏） 

 備考 

  １ 行為の種類に応じて、別紙１、別紙２又は別紙３を添付してください。 

  ２ 景観法施行規則第１条第２項第１号、第２号、第３号及び第４号に規定する図書を添付

してください。 

  ３ 「届出者」は建築主・施主の住所、氏名等を記入してください。 

  ４ 「行為の種類」欄は、該当する番号及び記号を○で囲んでください。また、建築物にあ

っては用途（例：事務所、賃貸共同住宅、共同商業施設、工場、パチンコ店等）を、工作物

にあっては種類（例：煙突、鉄柱、高架水槽、アスファルトプラント等）を（ ）内に記入

してください。 

  ５ 「連絡先」欄は、届出内容の照会先として、届出者以外の者（設計者、施工者等）を希

望する場合に記入してください。 

    なお、届出者以外の者が、届出に係る照会に関する回答以外の手続を行う場合は、別途

委任状の提出が必要です。 
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(別紙１) 
（表） 

行 為 の内容（建築物の新築、増築、改築、移転、外観の 変更又は 色彩の 変 更） 

新 

築 

・ 

増 

築 

・ 

改 

築 

・ 

移 

転
（
該
当
行
為
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
） 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷地面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建築面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延べ面積 （  階）     ㎡ （  階）     ㎡ （  階）     ㎡ 

高  さ ｍ ｍ ｍ 

構  造    

外 

部 

仕 

上 

げ 

 届 出 部 分 既 存 部 分 

屋 

根 

色彩   

素材   

外 

壁 

色彩   

素材   

敷

地

の

緑

化 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

緑地面
積 ㎡ ㎡ ㎡ 

樹種等    

 そ の 他    

外
観
の
変
更(

修
繕･

模
様
替)

･

色
彩
の
変
更 

(対象建築物) 

・外 観 面 積 

     ㎡ 

・建 築 面 積 

     ㎡ 

・延 べ 面 積 

     ㎡ 

・高   さ 

     ｍ 

・構   造 

       

  変更面積 変 更 後 変 更 前 

屋 

根 

色
彩 

㎡ 
 

  

素
材 

㎡ 
 

  

外 

壁 

色
彩 

㎡ 
 

  

素
材 

㎡ 
 

  

景観上配慮した
事項その他参考
となる事項 
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（裏） 

 備考 

  １ 各項目について、建築物の新築に該当する場合は、既存部分欄の記入は不要です。 

  ２ 「敷地面積」欄には、行為に係る敷地の水平投影面積を記入してください。 

  ３ 「建築面積」欄には、行為に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた

部分の水平投影面積を記入してください。 

  ４ 「延べ面積」欄には、行為に係る建築物の各階の床面積の合計を記入してください。（ ）

には、階層を記入してください。 

  ５ 「高さ」欄には、地盤面から当該建築物の上端までの高さを記入してください。 

    また、増築又は改築によって高さが増加する場合は、既存部分欄に現在の高さを記入し、

届出部分欄に増築又は改築する部分の高さを記入してください。合計欄には、増築又は改築

後の高さを記入してください。 

  ６ 「構造」欄には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

  ７ 「色彩」欄には、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記

号を記入してください。（マンセル表色系の記号の記入例：濃い茶色（５ＹＲ３／３）、淡い

黄緑色（2.5ＧＹ８／２）、薄いグレー（Ｎ7.5）、薄いアイボリー（５Ｙ８／1.5）等） 

    また、複数の色彩を使用する場合は、「色彩」欄に「別紙のとおり」と記入し、立面図に

各色彩を使用する部分（屋根面及び壁面のサインを含む。）に、その色彩を使う面積、色調、

色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を記入してください。 

  ８ 「素材」欄には、表面仕上げの素材等をできるだけ詳しく記入してください。（例：日本

瓦ぶき、着色鉄板瓦棒ぶき、アスファルト露出防水、押出し成形板下地アクリルリシン吹付、

コンクリート打放し、小口タイル張り等） 

  ９ 「その他」欄には、桑名市景観計画の景観形成基準に定める「その他（敷地の緑化等、

夜間の照明）」に関する配慮事項を記入してください。 

  10 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該建築物の建築等に当たって、

特に留意した事項等を記入してください。 

  11 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 
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(別紙２) 
（表） 

行 為 の内容（工作物の新設、増築、改築、移転、外観の 変更又は 色彩の 変 更） 

工作物の種類 （桑名市景観規則第２条第   号該当） 

新 

設 

・ 

増 

築 

・ 

改 

築 

・ 

移 

転
（
該
当
行
為
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
） 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

敷地面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

築造面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

高  さ （    ）ｍ （    ）ｍ （    ）ｍ 

構  造    

仕 

上 

げ 

 届 出 部 分 既 存 部 分 

色 彩   

素 材   

敷
地
の
緑
化 

 届 出 部 分 既 存 部 分 合   計 

緑地面積 
㎡ ㎡ ㎡ 

樹種等    

その他  

外
観
の
変
更(

修
繕･

模
様
替)

･
 

色
彩
の
変
更 

（対象工作物）

・外観面積 

    ㎡ 

・築造面積 

    ㎡ 

・高  さ 

    ｍ 

・構  造 

      

 変更面積 変 更 後 変 更 前 

色 

彩 

㎡   

素 

材 

㎡   

景観上配慮した事
項その他参考とな
る事項 
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（裏） 

 備考 

  １ 各項目について、工作物の新設に該当する場合は、既存部分欄の記入は不要です。 

  ２ 「工作物の種類」欄には、工作物の具体的な名称（例えば、工場の煙突）等を記入して

ください。（  ）には、桑名市景観規則第２条の該当する号番号を記入してください。 

  ３ 「敷地面積」欄には、行為に係る敷地の水平投影面積を記入してください。 

  ４ 「築造面積」欄には、当該工作物の水平投影面積を記入してください。 

  ５ 「高さ」欄には、地盤面から当該工作物の上端までの高さを記入してください。また、

建築物と一体となって設置される工作物については、（ ）内に建築物の上端から当該工作

物の上端までの高さを記入してください。 

    増築又は改築によって高さが増加する場合は、既存部分欄に現在の高さを記入し、届出

部分欄に増築又は改築する部分の高さを記入してください。合計欄には、増築又は改築後の

高さを記入してください。 

  ６ 「構造」欄には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

  ７ 「色彩」欄には、色調、色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記

号を記入してください。（マンセル表色系の記号の記入例：濃い茶色（５ＹＲ３／３）、淡い

黄緑色（2.5ＧＹ８／２）、薄いグレー（Ｎ7.5）、薄いアイボリー（５Ｙ８／1.5）等） 

    また、複数の色彩を使用する場合は、「色彩」欄に「別紙のとおり」と記入し、立面図に

各色彩を使用する部分（屋根面及び壁面のサインを含む。）に、その色彩を使う面積、色調、

色相及びマンセル表色系又は日本塗料工業会標準色見本帳の記号を記入してください。 

  ８ 「素材」欄には、表面仕上げの素材等をできるだけ詳しく記入してください。（例：ステ

ンレスヘアーライン仕上げ、鉄部溶融亜鉛メッキ仕上げ、御影石ジェットバーナー仕上げ、

コンクリート打放し、小口タイル張り等） 

  ９ 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該工作物の建設等に当たって、

特に留意した事項等を記入してください。 

  10 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 
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(別紙３) 
（表） 

  行為の内容 （開発行為、土地の開墾・土石の採取・鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

又は屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積） 

開発行為、土

地の開墾その

他の土地の形

質の変更 

土 地 の 面 積 

    ㎡ 

変 更 後 の

土地の形状 
 

法
のり

面 又 は 

擁 壁 の 規 模 

高 さ   ｍ 

長 さ   ｍ 

勾 配     

法
のり

面 等 

の 外 観 
 

緑化の方法  

土石の採取・

鉱物の掘採 

土 地 の 面 積 

    ㎡ 

採 取 又 は

掘 採 の

位置・方法 

 

法
のり

面 又 は 

擁 壁 の 規 模 

高 さ   ｍ 

長 さ   ｍ 

勾 配     

跡 地 の

緑 化 の

方 法 等 

 

屋外における

土石・廃棄

物・再生資源

その他の物件

の堆積 

土 地 の 面 積 

    ㎡ 
物件の種類  

堆積又 は貯

蔵 の 高 さ 

高 さ   ｍ 

堆 積 又 は 

貯 蔵 の 

位置・方法 

 

遮 へ い の

方 法 
 

景 観 上 配 慮 し た 事 項 

そ の 他 参 考 と な る 事 項 
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（裏） 

 備考 

  １ 「開発行為、土地の開墾その他の土地の形質の変更」欄 

   (１) 「変更後の土地の形状」欄には、変更後の土地の段差及び傾斜の状況等について記

入してください。 

   (２) 「法
のり

面等の外観」欄には、法
のり

面又は擁壁の勾配、擁壁の素材等について記入してく

ださい。 

   (３) 「緑化の方法」欄には、緑化面積、樹種、緑化の工法、既存樹木の活用等について

記入してください。 

  ２ 「土石の採取・鉱物の掘採」欄 

   (１) 「採取又は掘採の位置・方法」欄には、主要道路等の公共空間から行為地を目立ち

にくくするための位置及び方法について記入してください。 

   (２) 「跡地の緑化の方法等」欄には、跡地の緑化面積、樹種、緑化の工法等及び法
のり

面の

形状や行為地の周囲の地形にあわせるための措置について記入してください。 

  ３ 「屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積」欄 

   (１) 「物件の種類」欄には、堆積又は貯蔵する物件の種類について記入してください。 

   (２) 「堆積又は貯蔵の位置・方法」欄は、整然とした堆積又は貯蔵とするための措置に

ついて記入してください。 

   (３) 「遮へいの方法」欄には、主要道路等の公共空間から行為地を遮へいするための措

置について記入してください。 

  ４ 「景観上配慮した事項その他参考となる事項」欄には、当該行為を行うに当たって、特

に留意した事項等を記入してください。 

  ５ 各欄に記入できない場合は、別紙又は添付する図書等に記入してください。 
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様式第２号(第４条関係) 
 

景観計画区域内における行為の変更届出書 

年  月  日  

 （あて先） 桑名市長  

届出者 住  所                 

氏  名                 

電話番号                 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所
の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号 

 

  景観法第16条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

１ 景観計画区域内における行為の届出書の受付年月日及び受付番号 

 

２ 行為の場所 

桑名市 

３ 設計又は施工方法の変更の概要 

〔変更前〕 

〔変更後〕 

４ 変更理由 

 

連 

絡 

先 

所 在 地 及 び 

電 話 番 号 

所在地 

電話番号（      ）     ― 

名 称 及 び 

担 当 者 名 

名称                 担当者名 

※ 

受 

付 

欄 

 

※ 

処 

理 

欄 

 

１ 設計又は施工方法の変更の内容が分かる書類及び図書を添付してください。 

２ ※印の欄は、記入しないでください。 
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様式第４号(第10条関係) 
 

（表） 

景観計画区域内における行為の事前相談申出書 

年  月  日  

 （あて先） 桑名市長  

相談者 住  所                 

氏  名                 

電話番号                 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号 

 

桑名市景観条例第13条第１項の規定により、次のとおり申し出ます。 

行 

為 

の 

種 

類 

建築物等 

(1) 建 築 物 
ア新築 イ増築 ウ改築 エ移転 オ外観の変更 カ色彩の変更 

用 途（                      ） 

(2) 工 作 物 
ア新設 イ増築 ウ改築 エ移転 オ外観の変更 カ色彩の変更 

種 類（                      ） 

(3)都市計画法第４条第12
項に規定する開発行為 

目 
 

 

的 

 

(4)土地の開墾､土石の採
取､鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更 

 

(5)屋外における土石､廃

棄物､再生資源その他の

物件の堆積 

 

 行 為 の 場 所 桑名市 

行為の着手予定年月日 年  月  日 行為の完了予定年月日 年  月  日 

連 

絡 

先 

所 在 地 及 び 

電 話 番 号 

所在地 

電話番号（      ）     ― 

名 称 及 び 

担 当 者 名 

名称                 担当者名 

※ 

受 

付 

欄 

 

※ 

処 

理 

欄 

 

  ※印の欄は、記入しないでください。 
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（裏） 

 備考 

  １ 行為の種類に応じて、別紙１、別紙２又は別紙３を添付してください。 

  ２ 景観法施行規則第１条第２項第１号、第２号、第３号及び第４号に規定する図書を添付

してください。 

  ３ 「相談者」は建築主・施主の住所、氏名等を記入してください。 

  ４ 「行為の種類」欄は、該当する番号及び記号を○で囲んでください。また、建築物にあ

っては用途（例：事務所、賃貸共同住宅、共同商業施設、工場、パチンコ店等）を、工作物

にあっては種類（例：煙突、鉄柱、高架水槽、アスファルトプラント等）を（ ）内に記入

してください。 

  ５ 「連絡先」欄は、相談内容の照会先として、相談者以外の者（設計者、施工者等）を希

望する場合に記入してください。 
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 ６ 景観形成基準チェックシート【一般地区、多度山眺望保全区域】 

「事前相談」及び「届出書（通知書）」に必要な添付書類（景観法施行規則又は桑名市景観規

則）として、本チェックシートを提出してください。 

届出者の氏名  

行 為 の 場 所 桑名市 

行為の種類 

□ 建築物 

□ 工作物 

□ 都市計画法第４条第12項に規定する開発行為 

□ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

□ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆(たい)積 

 

行為の場所について、該当するものをチェックしてください。 

□ 一般地区 （多度山眺望保全区域に □該当  □非該当） 

【水辺ゾーン】 

□ 員弁川沿い地区 

□ 揖斐川河口地区 

□ 揖斐川沿い地区 

□ 輪中地区 

【緑のゾーン】 

□ 丘陵地地区 

□ 山地地区 

【歴史ゾーン】 

□ 桑名中心市街地地区 

□ 多度中心市街地地区 

□ 長島中心市街地地区 

 

建築物等の外観の素材及びマンセル値を次の表に記入してください。 

対 象 事 項 素   材 色彩計画 

建 築 物 等

の 外 観 の

素材・色彩 

屋 根 材  色相 明度 彩度 

外 壁 材  色相 明度 彩度 

（ ）  色相 明度 彩度 

ア ク セ ン ト 色  色相 明度 彩度 

アクセン

ト部分な

どの面積 

 アクセント部分の面積 見付面積 見付面積×１／５ 

東 立 面 ㎡ ㎡ ㎡ 

南 立 面 ㎡ ㎡ ㎡ 

西 立 面 ㎡ ㎡ ㎡ 

北 立 面 ㎡ ㎡ ㎡ 

 

多度山眺望保全区域内の行為については本表にも記入してください。 

対 象 事 項 素   材 色彩計画 

建 築 物 等

の 外 観 の

上層部（３

階 超 又 は

10ｍ超）の

素材・色彩 

屋 根 材  色相 明度 彩度 

外 壁 材  色相 明度 彩度 

（ ）  色相 明度 彩度 

  色相 明度 彩度 
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□共通の基準（該当する景観形成基準のみ、主に配慮した内容を記入して下さい。） 

※各基準表のアルファベットと数値の組み合わせ（Ａ１～Ａ５）と景観形成基準欄のカタカナ（ア．～）は、別途運

用指針である「景観形成基準解説書」における解説番号（表示例：Ａ１―ア、Ａ５－イ等）と一致していますの

で、具体的な配慮内容をイメージしたいときは参照してください。 

基準表Ａ１ 建築物・工作物本体に関する事項に関するチェック表 

項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

規
模
・
配
置 

規
模
・
配
置 

ア．隣接する建物や周辺の地形との連続性及び一

体性が保たれるよう配慮すること。 

 

 

 □ 

イ．山稜の近傍にあっては、背景となる山並みと

の調和に配慮すること。 

 

 

 □ 

ウ．行為地がまとまりのある農地、歴史的まちな

みや集落、文化財などの景観資源に近接する場

合は、その保全に配慮すること。 

 

 □ 

壁
面 

エ．壁面は、道路からできる限り後退するか、や

むを得ず後退できない場合は、歩行者などに圧

迫感を感じさせないよう壁面の前面部を生垣

や植栽などにより修景するよう配慮すること。 

 □ 

形
態
意
匠 

形
態
意
匠 

オ．周辺の景観と調和した、全体的にまとまりの

あるものとなるよう配慮すること。 

 

 

 □ 

カ．屋根、壁面、開口部などの意匠の工夫により、

圧迫感や違和感を感じさせないよう配慮する

こと。 

 

 □ 

キ．山稜の近傍にあっては、こう配屋根又はそれ

に類する屋根形状とするなど背景となる山並

みとの調和に配慮すること。 

 

 □ 

付
属 

建
築
物 

ク．車庫、機械室などの附属建築物及び屋外階段、

塔屋は、これを主体となる建築物と調和させ、

一体感のあるものとなるよう配慮すること。 

 

 □ 

付
属 

設
備 

ケ．外壁又は屋上に設ける附属設備は、公共の場

から目立たない位置に設けるか、ルーバーで覆

うなどにより修景するよう配慮すること。 

 

 □ 
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項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

外
構 

コ．敷地の境界を囲う場合は、生垣や石垣などの

自然素材の使用に努め、塀やさくなどを設ける

場合は、歩行者などに圧迫感を感じさせないよ

う配慮すること。 

 □ 

形
態
意
匠 

色
彩
※ 

サ（外壁）．建築物等の外壁については、派手で

周囲の景観から突出しやすい高彩度色や汚

れ・退色などの影響を受けやすい明清色（明る

く色味の強い色彩）を避けるものとすること。

ただし、着色していない木材、土壁、無彩色の

ガラスなどの材料によって仕上げられる部分

の色彩又は見付面積の５分の１未満の範囲内

でアクセント色として着色される部分の色彩

については、この限りでない。 

 □ 

シ（屋根）．建築物等の屋根については、派手で

周囲の景観から突出しやすい高彩度色やまち

なみや自然の緑と対比の強い高明度色を避け

るものとすること。 

 □ 

※「色彩」については、次頁の「別表色彩基準によるチェック表」に基づき景観計画区域のゾーン区

分別に基準を設けていますので、該当する基準のみ主に配慮した内容を記入してください。 

また、マンセル表色系による数値基準を設けていますので、30 頁に記載の数値が色彩基準に適

合しているかもあわせてチェックしてください。 

素
材 

タ．素材は、周辺の景観との調和に配慮すること。 

 

 

 

 □ 

チ．反射性のある素材は、主要な屋根や壁面など

の大部分（２分の１以上）にわたって使用する

ことは避けるよう配慮すること。ただし、無彩

色のガラスは除く。 

 □ 

敷
地
の
緑
化 

ツ．行為地内においては、できる限り多くの部分

を緑化するとともに、駐車場の緑化を積極的に

行い周辺の景観との調和に配慮すること。 

 

 □ 

テ．植栽は、周辺の景観と調和のとれた樹種とす

るよう配慮すること。 

 

 

 □ 

夜
間
照
明 

ト．夜間の屋外照明は、過剰な光が周囲に散乱し

ないようにし、周辺の状況に応じて照明方法な

どを工夫するよう配慮すること。 

 

 

 □ 
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 別表色彩基準によるチェック表 

該当地区 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

水
辺
の
基
準 

ス 

・こう配屋根の色彩は、周囲の建築物とそろえ、

連続性が感じられ、水辺の自然がひきたつ色彩

とするよう配慮すること。 

 

 

 □ 

・海や河川沿いに立地する建築物及び工作物の色

彩は、特に高層部では高明度かつ低彩度色を基

調とするなど、明るく穏やかで開放感のある外

観とするよう配慮すること。 

 

 □ 

・建築物や工作物の色彩は、自然景観の季節変動

を考慮し、木材や石材などの自然素材色と調和

する色彩を基調とするなど、四季を通して自然

の息吹が感じられるよう配慮すること。 

 

 □ 

緑
の
基
準 

セ 

・こう配屋根の色彩は、背景の田園や丘陵地、山

並みに調和した色彩とするよう配慮すること。 

 

 

 □ 

・陸屋根の建築物においては、周辺から突出しや

すい高明度色を避けるなど、周囲の田園や背景

の丘陵地、山並みに調和した外観とするよう配

慮すること。 

 □ 

・建築物や工作物の色彩は、自然景観の季節変動

を考慮し、木材や石材などの自然素材色と調和

する色彩を基調とするなど、四季を通して自然

の息吹が感じられるよう配慮すること。 

 □ 

・史跡その他文化財周辺の建築物及び工作物は、

史跡などの色彩を尊重し、それらと調和する色

彩又はそれらよりも彩度の低い色彩を基調と

するなど、史跡その他文化財との調和に配慮す

ること。 

 □ 

歴
史
の
基
準 

ソ 

・周辺の建築物と色相や色調をそろえ、適度な変

化のなかにもまちなみとしての連続性が感じ

られる色彩とするよう配慮すること。 

 

 

 □ 

・アクセントカラーなどの華やかな色彩は、でき

る限り低層部で用い、賑わいなどの演出に配慮

すること。 

 

 

 □ 

・テナントビルなどは、各事業者が相互に店舗外

部の色彩を調整するなど、建築物全体として調

和に配慮すること。 

 

 

 □ 
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基準表Ａ２ 眺望景観保全区域の基準に関するチェック表 

項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

規
模
・
配
置 

規
模
・
配
置 

ア．眺望保全区域においては、視点場から視対象を

阻害しないよう建築物等の規模・配置について配

慮すること。 

 

 □ 

※次頁「視点場（原点）から視対象（多度山）への眺望景観現況写真と当該行為にかかる

形状」にも記載してください。 

イ．多度山眺望保全区域においては、高さの最高限

度は「視点場から多度山への眺望を保全するため

の高さ（標高）の最高限度シミュレーション」を

基本とすること。 

 □ 

高さ（標高）の最高限度シミュレーション表 

視点場（原点）から建築物等の最高部までの水平

距離 
Ｌ 計測結果＝ 

行為地の地盤面の標高 ①  

当該行為地における「〔地盤面の標高＋建築物等

の最高高さ〕の最高限度（標高）」 
② 

算出結果（Ｈ＝{（161－7.5）×L}÷

10,635＋7.5）＝ 

建築物等の最高高さ ③ ②－①＝ 

当該建築物等の最高高さ（計画） ④  

判定 ③≧④  ＯＫ・ＮＧ 

形
態
意
匠 

色
彩 

ウ．多度山眺望保全区域においては、開放的な水辺

や背景となる山並みと調和した穏やかな色彩が

期待される地区であることから、広域的な景観に

影響を与えやすい外壁上層部（３階超又は 10ｍ

超）の色彩は、外壁低層部に比較し中高明度色の

彩度は抑えるよう配慮すること。 

 □ 

※ 
「色彩」については、マンセル表色系による数値基準を設けていますので、30 頁に記載の数値

が色彩基準に適合しているかもあわせてチェックしてください。 

素
材 

エ．多度山眺望景観保全区域においては、反射性の

ある素材を、屋根や３階又は 10ｍを超える外壁上

層部に使用することは基本的に避けること。 

 

 

 □ 
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□視点場（原点）から視対象（多度山）への眺望景観現況写真と当該行為にかかる形状 

 

※多度山眺望保全区域の視点場は、本手引き９頁に示すように一定の範囲となりますが、多度山眺

望保全区域における高さの最高限度を適用するにあたっては、視点場の中で多度山に最も近いポ

イントを原点と定めています。 

※チェックにあたっては、下記写真または原点から多度山を撮影した写真に建物等の概ねの形状を

記入してください。 

※原点の数値データは次のとおりです。 

原点 

・緯度 35 度 4 分 6.19 秒 

・経度 136 度 41 分 49.55 秒 

・標高 7.5ｍ 

 

【記入用写真】 
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基準表Ａ３ 開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更 

（土石の採取又は鉱物の掘採を除く。）に関するチェック表 

項 目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適
合 

形
態
・
意
匠 

ア．できる限り現況の地形を生かし、長大

なのり面又は擁壁が生じないよう配慮

すること。 

 

 

□ 

緑
化 

イ．のり面は、できる限りゆるやかなこう

配とし、周辺の植生と調和した樹種によ

り緑化を行うよう配慮すること。 

 

 

□ 

ウ．行為地にある樹木は、できる限り保存

又は移植によって、修景に生かすよう配

慮すること。 

 

 

□ 

 

基準表Ａ４ 土石の採取又は鉱物の掘採に関するチェック表 

項 目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適
合 

採

取

な

ど

の
方
法 

ア．土石の採取又は鉱物の掘採の場所は、

できる限り道路などの公共の場所から

目立ちにくいよう、採取又は掘採の位

置、方法を工夫するよう配慮すること。 

 

□ 

遮
へ
い 

イ．遮へいする場合は、できる限り植栽又

は塀などを設置し、背景の景観や周辺景

観との調和に配慮すること。 

 

 

□ 

緑
化 

ウ．採取又は掘採後の跡地は、できる限り

周辺の植生と調和した緑化を行うよう

配慮すること。 

 

 

□ 

 

基準表Ａ５ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積に関するチェック表 

項 目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適
合 

集
積
、
貯
蔵
の

方
法 

ア．積み上げに際しては、できる限り道路、

公園などの公共の場所から目立ちにく

い位置及び規模とするとともに、整然と

した集積又は貯蔵となるよう配慮する

こと。 

 

□ 

遮
へ
い 

イ．積み上げに際しては、できる限り道路、

公園などの公共の場所から見えないよ

う植栽又は塀などで遮へいを行なうな

ど、周辺景観との調和に配慮すること。 

 

□ 
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□個別の基準 

基準表Ｂ 水辺の景観に関するチェック表 

項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

規
模
・
配
置 

規
模
・
配
置 

ア．水辺側の敷地境界線からできる限り後

退するよう配慮すること。 

 

 

 □ 

イ．敷地内にある既存の樹木を水辺側の修

景に生かせるような配置に配慮するこ

と。 

 

 □ 

ウ．敷地内の建築物及び工作物の規模を勘

案して、水辺側に圧迫感を感じさせない

ような配置に配慮すること。 

 

 □ 

敷地の 

緑化 

エ．水辺側から後退してできる空地は、槇

などの生垣により緑化を行うよう配慮す

ること。 

 

 □ 

 

基準表Ｃ 緑の景観に関するチェック表 

項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

規模 

・ 

配置 

規模 

ア．周辺に樹林地などがある場合は、でき

る限りその高さ以内にとどめる規模とな

るよう配慮すること。 

 

 □ 

形態

意匠 

形態

意匠 

イ．屋根は、背景の山並みとの調和に配慮

し、こう配のある屋根（10 分の２～10 分

の５）を基本とするよう配慮すること。

（寺社などの伝統的様式による建造物や

屋上緑化などの環境に配慮した屋根構造

となっているものは除く。） 

 □ 

 

基準表Ｄ まち(歴史的地区)の景観、街道の景観に関するチェック表 

項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

規模 

・ 

配置 

壁面 

ア．歴史的まちなみや集落景観の整ってい

る地区においては、できる限り壁面線を

統一し、隣地や周辺との連続性のある配

置に配慮すること｡  

 □ 

形態

意匠 

壁面形

状 

イ．歴史的まちなみや集落景観の整ってい

る地区においては、隣地や周辺との連続

性に配慮すること。 

 

 □ 
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基準表Ｅ 住宅地の景観に関するチェック表 

項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

規模 

・ 

配置 

高さ 

ア．周辺の住宅地における建築物と調和す

る規模・配置に配慮すること。 

 

 

 □ 

形態意

匠 

形態意

匠 

イ．屋根は、周辺の住宅地における建築物

との調和に配慮した屋根形状とするな

ど、周辺の住宅地との調和に配慮するこ

と（寺社などの伝統的様式による建造物

や屋上緑化などの環境に配慮した屋根構

造となっているものは除く。） 

 □ 

敷地の 

緑化 

ウ．住宅地においては、シンボルツリーな

どの植栽により、通りに彩りを添えるよ

う配慮すること。 

 

 □ 

 

基準表Ｆ 産業の景観(商業・業務地、工業地) に関するチェック表 

項目 景観形成基準 主に配慮した内容 
適

合 

規模 

・ 

配置 

壁面 

ア．街路景観の整っている地区においては､

できる限り壁面線を統一し、隣地や周辺

との連続性に配慮した配置とすること｡ 

  

 □ 

形態意

匠 

形態意

匠 

イ．商業・業務地における低層階について

は、ゆとりや開放感を確保し、賑わいな

どの連続性に配慮すること。 

 

 □ 

敷地の 

緑化 

ウ．商業地においては、ゆとりや開放感を

確保するため、多くの部分が緑化できな

い場合は、シンボルツリーなどの植栽に

より、通りに彩りを添えるよう配慮する

こと。 

 □ 

エ．工業地においては、周辺への圧迫感な

どを感じさせないよう樹種、樹高に配慮

すること。 

 

 □ 
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７ 参考様式 

 

 

委  任  状 

 

 

平成   年   月   日  

 

住所                   

 

氏名                   

 

 

私は、下記のとおり代理人を定め、景観法及び桑名市景観条例に基づく手続きの一切を委任し

ます。 

 

記 

 

１．代理人 

住所                     

 

氏名                     

 

連絡先（電話番号）              

 

 

２．行為の場所（地名地番） 

 

         桑名市                          
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８ Ｑ＆Ａ 
(1) 届出制度に関する内容 

 質問 回答 

届
出
制
度
の
考
え
方 

行為の着手とはどのような行為を

いうのか。 

建築物の建築等に着手する行為とは、建築物の根切り工事ま

たは基礎杭打ち工事などのことをいいます。 

既存の建築物、工作物の取扱はどう

なるのか。 

届出は不要です。ただし、今後その建築物又は工作物につい

て、増築、改築、移転、外観を変更することになる修繕、模

様替又は色彩の変更をする場合で、届出の対象となる規模で

あれば、届出が必要となります。 

行為中或いは行為済みの建築行為、

開発行為、土地の形質の変更などの

取扱はどうなるのか。 

平成 23 年 9 月 30 日時点で行為に着手しているもの、又は既

に行為済みのものは、適用されません。 

 

建築物と工作物を同一の敷地内に

同時に建てる時の届出書は一つで

よいか。 

同一の敷地内で行うのであれば、一つの届出とすることが可

能です。 

届
出
対
象
行
為 

届出の対象外となる仮設の建築物

とは、どのようなものをいうのか。 

工事現場の現場事務所や博覧会のパビリオンのように、一定

期間の使用の後、撤去される建築物をいいます。 

届出の対象外となる仮設の工作物

とは、どのようなものをいうのか。 

建築工事現場のタワークレーンのように、一定期間の使用の

後、撤去される工作物をいいます。 

土地の形質の変更とは何か。 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採など、切土、盛土を行

うことにより、行為の前と後で土地の物理的形状を変更する

ことをいいます。 

大規模な工場敷地内などで、外部か

ら見通せない場所での行為も届出

が必要か。 

届出は必要です。 

屋外広告物は届出の対象か。 屋外広告物は、屋外広告物法(条例)に基づき制限が行われて

いるため、景観計画に基づく届出は不要です。(景観法施行

令第 10 条第 4号) 

既設の工作物の塗装の劣化などに

よる塗り替えについて、同色に塗り

替える場合は、届出が必要か。また、

事前相談は必要か。 

従前と同じ色彩への塗り替え等は通常の管理行為と判断し、

届出の適用除外とします。 

ただし、従前と同じ色彩が景観形成基準に適合していない場

合、かつ塗り替え面積が見付面積の2分の1を超える場合は、

良好な景観の形成のために、景観形成基準に適合するよう指

導を行いますので、事前相談を行ってください。 

既存の色彩が基準に適合しない場

合で、景観に配慮した色に塗り替え

る場合は、届出が必要か。 

色彩の変更に該当するので、届出は必要です。 

ただし、塗り替え面積が 10 ㎡以下の場合は届出が不要です。 

 

 

(2) 届出規模に関する内容 

 質問 回答 

建
築
面
積
の
考

え
方 

建築物の建築等で建築面積が 1,000

㎡を超える場合は届出対象とされる

が、増築の場合は増築部分の建築面積

が 1,000 ㎡を超えている場合に届出

が必要か。 

増築部分の面積で判断するのではなく、増築後の建築物全

体の建築面積が 1,000 ㎡を超える場合は、届出が必要とな

ります。 

ただし、増築部分の床面積が 10 ㎡以下の場合は、届出は

不要です。 
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 質問 回答 

建築面積 1000 ㎡の既存の建築物に床

面積 11 ㎡を増築する場合、届出は必

要か。 

増築の場合、増築後の建築物の全体の建築面積が 1,000 ㎡

を超え、かつ、増築部分の床面積が 10㎡を超える場合は、

届出が必要となります。 

したがって、質問の場合は、増築後の建築面積は 1,011 ㎡

となり、1,000 ㎡を超え、増築部分の床面積も 10㎡を越え

るため、届出は必要です。 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

増築部分の床面積が 11 ㎡で、増築後の建築面積が 1,000

㎡の場合は、届出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

増築部分の床面積が 10 ㎡であれば、増築後の建築面積が

1,010 ㎡でも、届出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

増築部分の床面積が 10 ㎡であれば、既存建築物の高さが

11ｍでも、届出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

増築部分の床面積が 10 ㎡であれば、既存建築物の建築面

積が 1,000 ㎡の２つの建築物をつなげる増築でも、届出は

不要です。 
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 質問 回答 

同一敷地内に複数の建築物を新築す

る場合などで、それらの建築物の建築

面積の合計が 1,000 ㎡を超える場合、

届出は必要か。 

同一敷地内に複数の建築物がある場合は、敷地単位で判断

するのではなく、各建築物の建築面積ごとに 1,000 ㎡を超

えているかで判断します。 

【参考】 

同一敷地内の各々の建築物の建築面積が1,000㎡を超えな

ければ、複数の建築物の建築面積の合計が 1,000 ㎡を超え

ても、届出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

用途不可分の複数の建築物が同一敷地にある場合は、建築

基準法では、その合計が建築面積となりますが、景観計画

に基づく届出は、各建築物の建築面積ごとに判断するた

め、次の場合は届出が不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

高
さ
な
ど
の
考
え
方 

建築物や工作物の高さは、どこからの

ことをいうのか。 

地盤面からの高さとします(建築基準法に基づく)。 

但し、擁壁については下端 GL から擁壁天端までの高さと

します。 

地盤面の高低差が３ｍを超えるとき

の、地盤面の考え方はどう考えるの

か。 

建築基準法に基づきます。 
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 質問 回答 

建築物の屋上に突出した階段室など

は、建築物の高さに算入するのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに

類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建

築物の建築面積の 1/8 以内の場合においては、その部分の

高さは 5ｍまでは、当該建築物の高さに算入されません(建

築基準法に基づく)。 

【参考】 

屋上部分が同一高さでない場合の、昇降機塔の高さの算入

例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物や工作物の高さに避雷針など

は含まれるのか。 

避雷針などは、高さには算入しません(建築基準法に基づ

く)。ただし、建築物又は工作物本体が届出対象になった

場合は、避雷針などを含めて審査の対象となります。 

(この場合の届出高さは、避雷針などの高さは含めません) 

水上で行う行為の高さはどのように

考えるのか。 

当該事業で使用する最低水位（L．W．L）・朔望平均干潮面

などから天端（上端）までの直高が基準となります。 

既存建築物の横に同一棟で増築する

場合で、次のケースの場合、届出は必

要か。 

A:既存部分の高さが 10ｍを超えてお

り、増築の部分の高さが 10ｍを超え

る場合 

B:既存部分の高さが 10ｍを超えてい

るが、増築部分の高さは 10ｍを超え

ていない場合 

C:既存部分の高さは 10ｍを超えてい

ないが、増築する部分が 10ｍを超え

る場合 

増築の場合は、既存建築物を含めた増築後の建築物の高さ

で判断しますので、A・B・C いずれの場合も届出が必要で

す。 

ただし、増築部分の床面積が 10 ㎡以下の場合は、届出は

不要です。 

工作物が建築物の上にある場合の届

出の必要性はどう考えるか。 

建築物及び工作物全体の合計が届出対象の規模に達して

いなければ、届出は不要です。 
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 質問 回答 

【参考】 

工作物が建築物の上にある場合の、届出対象の考え方の例を以下に示します。図の上段は工作物、

下段は建築物の届出の有無を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作物である擁壁は、高さ5ｍを超え、

かつ、長さ 10ｍを超える場合が届出

対象とされているが、高さ 5ｍ、長さ

10ｍの擁壁に高さ 2ｍ、長さ 5ｍの擁

壁を加える場合届出が必要か。 

届出が必要となるのは、高さ 5ｍを超える区間が連続して

10ｍを超えている場合です。 

この場合高さ5ｍを超える区間が連続して10ｍを超えない

ため、届出は不要です。 

物件の堆積の場合、届出が必要となる

堆積の面積の考え方は、実際に堆積す

る場所の面積で算出するのか、それと

も、敷地全体の面積で算出するのか。 

実際に堆積させる場所の面積で判断します。 

 

 

 

 

 

(3) 景観形成基準に関する内容 
 質問 回答 

色
彩 

塗り替えについて、将来退色すること

を考慮して、濃い目の色を塗る場合も

あるが、このような場合どうするか。 

濃い目の色に塗る場合でも、色彩の変更にあたりますの

で、届出の対象となり、景観形成基準で定める色彩基準に

適合させて頂く必要があります。 

着色を施していない金属板やスレー

ト、石材などが色彩基準に適合しない

場合もあるが、このような場合どうす

るか。 

素材色を基調とする場合、材料の特性から色彩基準に沿っ

た着色が困難な場合も考えられるため、景観計画の主旨に

反する場合を除いて、色彩基準の適用除外とします。 

高反射塗装や環境に配慮した太陽光

発電システム設置に伴うソーラーパ

ネル、省エネルギーのために必要な色

彩が、色彩基準に適合しない場合もあ

るが、このような場合どうするか。 

高反射塗装や省エネルギーのための必要な色彩の効果が

明らかに有効と判断出来る場合は、景観計画の主旨に反す

る場合を除いて、色彩基準の適用除外とします。 

また、ソーラーパネルは色彩基準の適用除外とします。 

地盤面からの全

体高さが 10ｍを

超え、工作物の高

さが５ｍを超え

ているため、工作

物は届出が必要

です。 

地盤面からの全

体高さが 10ｍ以

下ですので、工作

物の高さが５ｍ

を超えても届出

は不要です。 

地盤面からの全

体高さが 10ｍ以

下ですので、届出

は不要です。 

地盤面からの全

体高さが 10ｍを

超え、工作物の高

さが５ｍを、建築

物の高さが 10ｍ

超えているため、

届出が必要です。 

地盤面からの全

体高さが 10ｍを

超え、建築物の高

さが 10ｍ超えて

いるため、届出が

必要ですが、工作

物は不要です。 
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屋
根
の
形
状 

屋根の形状について、山並みとの調和

に配慮するため勾配屋根とする場合、

建築物の平面形状が大規模になるほ

ど、勾配屋根の部分のボリュームも大

きくなるが、景観上問題ないか。 

建築物の屋根を勾配にして頂くことで、特に背景の山並み

と当該建築物の形態が調和するよう基準を設けています。 

ただし、勾配屋根とすることで、背景の山並みへの調和が

図られない結果となる場合などは、状況に応じて、景観審

議会の意見などに基づき、陸屋根とする手法を採用する場

合もあります。 

 

(4) 他法令との関係に関する内容 
 質問 回答 

建
築
基
準
法 

景観法に基づく届出と建築確認申請

との間にはどのような関係があるの

か。届出が受理されなければ、建築確

認申請はできないのか。 

各々、別の法律に基づき審査されますので、景観法に基づ

く届出が景観形成基準に適合していないから、建築確認申

請ができない、建築確認がなされない、またその逆という

ようなことはありません。 

ただし、両方の基準や規程に適合する必要があるため、ど

ちらかの手続を先行すると、一方の手続で修正の必要が生

じる場合がありますので、各々の審査部署と事前の相談を

お願いします。 

都
市
計
画
法 

開発行為の場合、都市計画法に基づく

開発行為が許可された後に、景観計画

に基づく届出を行うのか。 

開発行為が許可された後に、景観法に基づく届出を行うこ

とは可能ですが、行為の内容が景観形成基準に適合しない

場合は、開発許可の内容も含めて変更する必要が生じる場

合がありますので、開発許可の事前の相談と並行して、景

観に関しても事前の相談をお願いします。 

 

(5) 勧告・変更命令などについて 

 質問 回答 

勧
告
、
変
更
命
令 

届出された行為に対して、勧告や公

表、変更命令ができるとされている

が、どのような手続となるのか。 

届出がなされた行為に関して、良好な景観の形成を図るた

め、景観形成基準に基づき助言・指導を行いますが、最終

的に届出内容が適合していないなどの場合、その内容に応

じて届出者に対し、勧告や変更命令を行います。 

また、届出者が、正当な理由がなく勧告に従わない場合は、

勧告の内容及び当該勧告を受けた者の氏名又は名称を公

表します。 

変
更 

届出書を提出した後、市における審査

中に、設計を変更する場合はどのよう

な手続きが必要か。 

変更の内容によりますが、原則として従前の届出の取り下

げと、新たな設計に基づく届出書の提出が必要です。この

場合、行為の着手制限が再度適用されます。 

変
更
届
出
書 

届出書を提出し、市における審査終了

後(行為の着手制限の期間を短縮する

旨の通知を受け取った後)に設計を変

更する場合は、どのような手続が必要

か。 

審査終了後の変更については、変更届出書の提出が必要と

なります。この場合も、行為の着手制限が再度適用されま

す。 

変
更
命
令 

行為の着手できない期間が 90 日間と

なるのは、どのような場合か。 

景観法では、届出後 30 日を経過するまで、行為の着手は

できません。また、勧告・命令を行う場合、届出後 30 日

以内に行わなければならないとされています。ここで、30

日以内に変更命令にかかり、実地の調査をする必要がある

時、その他合理的な理由がある時は、最大 90 日間行為に

着手することができないことがあります。 
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(6) 多度山眺望保全区域における運用について 

多度山眺望保全区域における高さや対象となる行為の運用は次のとおりです。 

 

図 高さ関係説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 多度山眺望保全区域の制限を受ける行為地及び行為地内の建築物等 
  

 

 

 

 

 

※高さに関する運用については、建築基

準法に準じるものとします。詳細は本

手引き 42 頁～43 頁の「高さなどの考

え方」を参照してください。ただし多

度山眺望保全区域内においては、標高

により基準を設けていることに留意し

てください。 
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あいうえお 

 

◆アスファルトプラント、コンクリートプラント、

クラッシャープラントその他これらに類する工

作物 

建築基準法別表第２(り)項第3号(13)、(13の2)、

(ぬ)項第１号(21)の用途に供するものをいいま

す。 

 

◆移転 

同一の敷地内において建築物等の位置を移動す

ることをいいます。 

 

◆ウォーターシュート、コースター、メリーゴー

ラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯施

設 

建築基準法施行令第138条第２項第２号及び第

３号で規定する遊戯施設が該当します。 

 

◆煙突 

土地に独立して造られる煙突をいいます。建築

物に設けられる煙突は建築設備に該当し、建築物

に含まれます。 

 

◆汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用

途に供する工作物 

建築物に該当しないもので、建築基準法施行令

第130条の２の２各号に掲げる用途に供するもの

(建築基準法施行令第130条の2の3各号のいずれか

に該当するものを除く)が該当します。 

 

 

かきくけこ 

 

◆改築 

従前の建築物等を除却し、これと用途、規模、

構造が著しく異ならないものを造ることをいいま

す。 

 

◆開発行為 

都市計画法第４条第12項に規定する開発行為を

いいます。 

 

◆架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、

木柱その他これらに類するもの 

送電のための電線路、有線電気通信のための電

話線路等の柱状の工作物が該当します。 

 

 

◆建築面積 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲

まれた部分の水平投影面積をいいます。（建築基

準法施行令第２条第１項第２号) 

 

◆高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類す

るもの 

その他これらに類するものとして、飼料、肥料、

穀物、セメント、石油、ガスなどの貯蔵施設が該

当します。また、建築物に設けられる高架水槽等

は建築設備に該当し、建築物に含まれます。 

 

 

さしすせそ 

 

◆再生資源 

資源の有効な利用の促進に関する法律第２条第

４項に規定する再生資源をいいます。 

 

◆自動車車庫の用途に供する工作物 

建築物に該当しない機械式駐車装置が該当しま

す。 

 

◆修繕 

既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の

形状、寸法、材料により行われる工事のことをい

います。なお、外観の変更を伴わない修繕につい

ては、届出不要です。 

 

◆新設 

敷地に新たに工作物を造ることをいいます。 

 

◆新築 

敷地に新たに建築物を造ることをいいます。 

 

◆装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外

広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。) 

オブジェ、宗教的なシンボル等が該当します。

また、屋外広告物を掲出する物件とは、主として

屋外広告物を設置する目的で設置する工作物のこ

とをいいます。 

 

◆増築 

敷地内の既存の建築物の延べ面積を増やすこと

をいいます。 

 

 

 

 

用語解説 
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たちつてと 

 

◆高さ 

建築物については、地盤面からの高さをいいま

す（建築基準法施行令第２条第１項第６号)。ただ

し、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓そ

の他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影

面積の合計が当該建築物の1/8以内の場合におい

ては、その部分の高さは、５ｍまでは、当該建築

物の高さに算入しません。また、棟飾、防火壁の

屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、

当該建築物の高さに算入しません。 

なお、工作物については、建築物の高さに準じ

ます。但し、擁壁については下端GLから擁壁天端

までの高さとします。 

 

◆築造面積 

工作物の水平投影面積のことをいいます。(建築

基準法施行令第２条第１項第５号) 

 

◆鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他こ

れらに類するもの 

携帯電話基地局、電波塔、風力発電施設等の柱

状の工作物が該当します。 

 

 

はひふへほ 

 

◆廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１

項に規定する廃棄物をいいます。 

 

 

まみむめも 

 

◆模様替 

既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の

形状、寸法によるが、材料、構造種別等が異なる

工事のことをいいます。なお、外観の変更を伴わ

ない模様替については、届出不要です。 

 

 

やゆよ 

◆擁壁、さく、塀 

擁壁とは、建築基準法施行令138条第１項第５号

に該当するものをいいます。さく、塀とは、建築

物のない土地に造られるさく、塀をいい、建築物

の敷地に造られるものは、建築物に含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


